
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｎｏ．２７６ 令和 ７年 ２月 １日 発行 

〒９ 〒９８１－３１３４ 仙台市泉区桂３－１９－１ 

TEL / 375－0550 FAX / 771－5931 

■ホームページ公開中です。ＱＲコード対応の機種をお持ちの方は、右記のＱＲコードをご利用ください。 

 https://www.sendai-shimincenter.jp/izumi/katsura/index.html 

日時：2 月22 日（土）10：30～11：40（開場 10：15～） 

場所：桂児童センター 遊戯室 

出演：宮城教育大学リコーダーず  

 桂児童センター ハンドベルクラブ 

対象：どなたでも 

 

◇桂市民センターホームページからも，講座のお知らせや施設利用案内をご覧になれます。 

◇市民センターで伺った個人情報は，講座の運営以外に使用いたしません。 

◇この市民センターだよりは，雑紙としてリサイクルできます。 

 

 

3 日（月） 

10 日（月） 

12 日（水） 

    17 日（月） 

   25 日（火） 

 

～2 月の巡回のお知らせ～ 

2 月 14 日（金）・28 日（金） 

 10：45～11：15  

桂市民センター 駐車場 

※雨や強風など悪天候の場合は中止 

小学生企画員とジュニアリーダーに企画・運営に関わ

ってもらい、12 月 25 日（水）にわくわくアカデミー

「全力 e スポーツ体験～みんなで仲良くバトルしよう

ぜ！～」を開催しました。当日は株式会社システムズ

ebox のみなさんと専門学校生に運営協力していただ

き、「e スポーツとは」「リテラシーとは」という説明の

後に、実際に e スポーツの体験をしました。 

申込不要 直接会場へお越しください♪ 

 

 

 

 

 

◇2 月２日～9 日 

／4 月分抽選結果公開・確定 

◇2 月 10 日～ ※窓口 11 日～ 

／4 月使用分の空室申込開始 

9:00～（電話 10:00～） 

◇2 月 16 日～28 日 

／5 月使用分の抽選申込期間    

※5 月使用分地域利用団体優先申込

の抽選会は、2 月 5 日(水)10:00 

から窓口で行います。 

ホール個人使用日については 

3 月 9 日（日）から再開いたします。 

 



３．申込みにあたっての留意点 

（１）減免登録申込書は、主に利用を予定している市民センターに提出して下さい。 

（２）減免登録申込書に記載された「会の目的・活動内容」（団体本来の活動）で市民センターを使用 

    する場合に使用料が減免されますので、申込書には具体的な活動内容をご記入ください。 

（３）期間内に減免登録手続きが行われない場合、令和 7年度 6月分以降の利用について使用料が減免 

    されない場合がありますのでご注意ください。 

（４）地域利用団体登録届出書を提出する場合は、減免登録申込書と合わせて提出してください。 

地域で活動する減免団体が、市民センター各室を優先的に申込みできる取り扱いを行っています。 

１ 対象となる団体  次の全ての条件に該当する団体が対象となります。 

 （１）桂市民センターに使用料減免登録申込書を提出し、減免承認を受けている団体 

 （２）桂市民センターの中学校区内（隣接する中学校区内を含む）に住所を有する会員が全会員の 

3分の 2 以上である団体（将監・将監東・高森・七北田中学校区が該当します） 

２ 優先申込回数  月 1回（ホールは 1区分、その他各室は連続する 4時間以内を 1回と考えます） 

３ 優先申込の受付 

 （１）受付期間は、使用する 3ヶ月前の 5日（休館の場合は翌開館日）から 15日（休館日の場合 

は直前の開館日）となります。 

 （２）受付開始日は、午前 10時から窓口で受付を行います。午前 10時に複数の申込がある場合は 

抽選で申込順を決定します。以降は先着順に受付を行います。（電話での受付は、受付開始日の 

翌日 9時から先着順により行います。） 

 優先申込を行うためには、地域利用団体登録届出書の提出が必要です。（届出書には、原則として名簿を

添付してください。）申込希望の団体は、減免登録申込みと合わせてお申し込みください。 

※6月使用分優先申込の予定がある方は、3月 5日までに承認されるよう、早めの手続きを行ってください。 

☆減免登録証の減免区分が 2～5 項に該当する 10 割減免団体で、平成 24 年度以降に登録を受けている団体

は届出不要です。                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

令和 7 年度 市民センター 使用料減免登録申込みについて 

※減免登録証の減免区分が 2～5項に該当する 10割減免団体は継続申請不要となります。 

（記載内容に変更があった場合は、発行した市民センターにお問い合わせください。） 

※減免区分は減免登録証の上部に記載がありますので、ご確認ください。 

１．登録受付期間   令和 7年 2月 1日（土）から令和 7年 2月 28日（金）まで 

２．必要書類 （下記以外に収支予算・決算書の提出を求める場合があります。） 

★詳しくは窓口へお問い合わせください★ 

○

○

－

－

－

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

－

○

－

利用者カード
※市民利用施設予約システムの利用登録をしている場合

仙台市市民センター使用料減免登録申込書
※用紙は当センターで用意しております

②

③

④

⑤

⑥

会則

事業計画書　※直近のもの

名簿　※氏名・住所が記載されている最新のもの

手続きに必要な書類等

①

新規申込 継続申込

減免登録証の写し

町内会
町内会
以外

10割減免
※2～5項の

団体を除く

5割減免

○

－

－

－

地域利用団体優先申込みの取り扱いについて（お知らせ） 


